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　愛印工組マーケティング委員会（鬼頭
則夫委員長）では、２月12日午後６時
30分よりウインクあいちにおいて、第
2回マーケティングセミナーを開催した。
セミナーは、「カリスマ営業コンサルが
解き明かす―感動営業接客術―」と題し、
㈱Ｕ・Ｓ・Ｐ代表の加藤洋一氏とアシスタ
ントを務めた服部友晴氏とともに、印刷
営業マンの売上げを4.5倍にする販促プ
ランナーになる方法について、①印刷営
業部隊の課題と解決方法、②販促プラン
ナーのトークプロセス（ロールプレイに
よるワークの実施、売りの引き出し方）、
③質疑応答＆現場で役立つコツなどが解
き明かされた。
　◎印刷営業部隊の課題と解決方法
　「クライアントの業績を上げられない
印刷会社は淘汰される。つまり、いわれ
たとおりのものを印刷する時代は終わっ
た。中小企業経営者は、印刷物（モノ）
を欲しいわけではない。業績アップ（コ
ト）が欲しいのである。今後の印刷ビジ
ネスの考え方としては、刷物（モノ）を
業績アップ（コト）するために寄り沿う
のが営業マンの役割である。集客が良く
なる、売上げが上がれば、印刷物が増え
るという善循環が起こる。
　営業戦略は、全営業マンの販促コンサ
ルタント化にある。といっても全員は無
理。まずは、販促プランナー候補を数人
選任し教育を行ない、販促支援事業部を
立ち上げる。販促プランナーは遊撃隊で、
販促モノ担当との役割を分担する。
　利益の取りどころはデザイン費にある。
さらに、販促プランナーとしてデザイン
よりも上流から係わり、例えば、A４表

裏デザイン費４万円を40万円で受注す
る。そのタネ明しをすると、コンサル
ティングという上流プロセスを取り入れ
ることで高く売ることができる。
　コンサルティング手法の一つ、USP
コンサルティングとは、USP＝独自の
ウリにあり、販促のベースにUSPは必
須で、クライアントの業績アップに寄り
添う重要施策である。ここでいう販促プ
ランナーとは、USPコンサルティング
を行ない、印刷物を通じて、クライアン
ト企業の業績を上げる人材のことである。
印刷会社の課題解決のカギは販促プラン
ナーの養成である」。
　◎販促プランナーのトークプロセス
　次いで、販促プランナーのトークプロ
セスに移った。その中で、印刷営業マン
と販促プランナーのトークプロセスの比
較について取り上げ、比較を行った。
　【印刷営業マンのトークプロセス】
　あいさつ⇒雑談⇒「何か印刷物はない
ですか？」「うちに見積させてもらえま
せんか？」「よその見積いただけません
か？安くやりますので…」⇒断り文句⇒
へこむ、新規を取ろうとする意欲無くす。
　【販促プランナーのトークプロセス】
　あいさつ⇒雑談⇒お客様の満足条件
を全部聞きだす（4W２H&WHY）⇒そ
れで全部か？を聞く⇒本当にそれで全部
か？もう一度聞く⇒見積りをする段階へ
進む⇒提案をする段階へ進む（※見積り
説明も4W２Hで実施する）⇒クロージ
ング。
　このトークの中で両者の違いをもたら
す理由は何か？「提案する前に、聞くべ

きことを聞けているか。たったそれだけ
である。そのために必要なことは、①最
短距離で、聞くべきことを聞きだす言葉
かけ＆質問技術、②聞くべきことのリス
ト化」にあると指摘。
　さらに、トークプロセスに従い加藤講
師と服部氏とによる実践トークが行な
われた。実践トークではプロセスに従い、
満足条件を全て聞きだす段階、効果的な
2つの質問法、確認などが行なわれた後、
クロージングの段階へと進んだ。
　最後にトークプロセスのまとめとして
次の点が挙げられた。
　①最強営業マンになるには、聞くべ
きことをリストアップする―最短距離で、
聞くべきことを聞きだす言葉かけの技術
を身に付ける。②最初のきっかけ作り＆
見極めトークを覚える―今日○○なわけ
ですが、今の××に何かご不満（お悩み）
でも、おありなんですか？③4W2Hに
そって質問していく。④効果的な2つの
質問法を使う　曖昧な発言を具体的にす
る質問法とWhy（根拠、理由）を聞き出
す質問法。⑤防忘チェックリストを使っ
て出直しを防ぐ。⑥全て聞き出せたかど
うか、必ず2回確認する。⑦クロージン
グの基本ステップを覚える―商品説明や
提案も4W2Hに沿って行う。
　※U.S.Pとは、Unique Selling Proposition
自社（自製品）のみが持つ独特の強味の
こと。
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巻頭言

　年明けの１月に全印工連主催の「勝ち残りゼ
ミ中日本会場」のお手伝いをさせていただきま
した。当初は参加申し込みが少なく心配しまし
たが、ゼミの内容をきちっとお伝えする事で定
員を超える参加者となりました。
　この研修、初日全印工連から「ソリューショ
ンプロバイダーへの進化」の講義があり、２日
目には終日、髙井前愛知県工組理事長が利益計
画の基本となる財務戦略や経営者としての心構
えなどを話される中身の濃い内容でした。お手
伝いとして参加した私ですが、あらためて経営
者のマインドを学ばせて頂きました。
　そしてもう一つの研修の目玉は夜の懇親会。
食事をした後にホテルの和室に集合し、臼田委
員長の米国印刷事情の講演を拝聴。その後受講
生同士で「勝ち残り経営」についての意見交換
というメニューです。「飲みにケーション」と
いいますが、なにもこれは社内だけではなくこ
うした後継者同士の集まりの場でも同じだと感
じました。後継経営者や予定者が参加する今回
のゼミ、普段はなかなか「言えない」「聞けな
い」事も気軽に情報交換ができ、何よりも同世
代の悩みを共有する事が出来たようです。
　また今回は自社の決算書を使って会社の実態
を知り、利益を出すにはどんな改善が必要かを
自らが見つけだす実践の伴った内容です。同じ
境遇の仲間と受ける講義は気持ちの上でもいい

刺激となったようです。
　「参加費が高い」という意見が当初ありまし
たが、ホテルの宿泊代から食事も全てつき、加
えて成功されている先輩経営者の「経営の極
意」に触れるわけですから、かなりリーズナブ
ルだと私は思います。実際に受講後のアンケー
トではすべての受講者から「参加してよかっ
た」という評価を頂きましたので、それを裏付
けているのではないでしょうか。
　このところ、組合主催のセミナーの参加者が
定員を超え、お断りする事も増えてきました。
それだけ中身の濃い研修だと理解いただける組
合員が増えた証拠だと思います。「情報は時間
と距離を使いお金を払って手に入れるもの」私
が自社に入社後にある研修会でご一緒いただい
た先輩経営者の言葉です。
　厳しい状況を打開していくのは自らが行動す
るしかありません。行動した者に結果がついて
きます。中身の濃いセミナーを企画し、加入者
メリットを感じていただく事が組合事業の活性
化にもなります。
　実は今回のゼミをきっかけに組合に加入し
ていただいた企業もあります。組合員サービス
のメリットを感じていただくために差をつけた
今回の参加費、「やる気のある会社に手を差し
伸べる」これが組合の姿勢です。ぜひ今後もふ
るってご参加ください。

「組合メリット」

副理事長　鳥原　久資

事務局だより
■暦のうえでは啓蟄になりましたが、な
かなか暖かさがやってきません。風邪が
流行っていますので体調管理には十分配
慮をして下さい。■２月は催事の多い月
でした。この号に載せるべき記事が、次
号に回ったものもありますので、お断り
しておきます。

■愛印工・マーケティングセミナー

 カリスマ営業コンサルが解き明かす感動営業接客術
－売上げを4.5倍にする販促プランナーになる方法－

講演する加藤講師



　冒頭、木野瀬吉孝理事長は次のように挨拶。
　「先日、愛知県の主催により『職場のメンタルヘ
ルス対策シンポジウム』が覚王山にあるルプラ王山
というホテルで開催されました。このシンポジウム
は、メンタルヘルス対策に取り組む上で必要な知識
やノウハウを提供するために開かれたもので、皆さ
んの関心が高いのか300名を越す参加者で会場は超
満員でした。
　当組合も県からのモデル事業を受託した関係で事
例発表を行いました。労務・新人教育委員会の酒井
委員長がメンタルヘルス対策への取り組みを発表し、
豊橋合同印刷の岩瀬社長、半田中央印刷の中須賀氏
からは実際の取り組み事例が発表されました。大変
にレベルの高い事例発表で、会場に詰め掛けた皆さ
んは真剣に聴講して見えました。
　仕事や職場でストレスを感じている人は増えてい
ますし、このストレスが原因で休業したり退職した
りする人が少なくありません。
　また、メンタルヘルス不調者は適切にケアを行い
ませんと最悪の場合自殺の危険性もあります。心の
健康問題は個人の問題として扱うだけでは不十分で、
会社全体で対応することが大事です。そのためには、
遠くの先生より、近くの上司、同僚です。見てみぬ
ふりをしていると大変なことになります。自分たち
の負担も増え、会社も大きな損失を被ります。病気
になっているのにその措置をしなかったとの理由で
訴訟になった例も多数あります。

　人を雇用している以上きめ細かい対応が望まれま
す。今後も、メンタルヘルスについてはいろいろと
取り組んでいきますので、活用していただければと
思います」。
　この後、規定により木野瀬理事長が議長を務め議
案審議が行われました。
　⑴組合員加入・脱退の件
　「加入・脱退なし」と加藤専務理事が報告。
　⑵平成24年度決算見込みの件
　加藤専務理事より「一般会計収支決算見込み（平
成25年１月末現在）の報告がありました。
　⑶平成24年度委員会事業の件
　○組織・共済委員会
　岩瀬清委員長が自動車事故費用共済、新医療保障
プランについて説明。「保険は何かあったときに役
に立つもの」と加入の呼びかけを行いました。
　○経営革新委員会
　木村吉伸委員長が企業見学会の報告と、３月４日
メディアージュ愛知において「印刷寺子屋：変わる
ことでチャンスをつかむ／講師：酒井良輔知多印刷
㈱社長」のセミナーを行うことを報告。
　○マーケティング委員会
　鳥原久資副理事長がマーケティングセミナーにつ
いて報告。「昨年11月に行ったセミナーには110名、
今年２月に行ったセミナーには86名の参加がありま
した。いずれのセミナーも盛況で、聴講料を取って
も内容があれば集客に苦労することはないと実感し
ました。来期も有益なセミナーを積極的に行ってい
きたい」と発言。
　○教育委員会
　松岡祐司委員長が全印工連特別ライセンスプログ
ラムの現状と１月に行ったアドビテクニカルセミ
ナーについて報告。また、「７月12日にアドビテ
クニカルセミナーがウインクあいちにおいて開催さ

れます。詳細は調整中ですが参加をお待ちしていま
す」と呼びかけました。
　○労務・新人教育委員会
　酒井良輔委員長がメンタルヘルス対策、業界説明
会などを行ったことを報告。また、平成25年度新入
社員研修会が４月からスタートすることを報告。そ
の中で、「現在19名の参加者がありますが、研修会
に参加すれば助成金が降りるので、是非検討してい
ただきたい」と、改めて参加を促しました。
　また、岡田邦義副理事長が「別件事項であるが」
と前置きし、「断裁機使用での講習義務」について
触れ、「労働安全衛生法の中で、断裁機が圧力を掛
けて紙を切るプレス機械の一部になっていることか
ら、講習が義務づけられており、講習を受ける必要
がある」と説明。さらに「基準局からの訪問で指導
を受けることもあり、罰則もある」と指摘。「この
件に関してはさらに詳しい内容を調べ、必要があれ
ば早急に講習会を開きたい」と付け加えました。
　⑷事業委員会増員の件
　事業委員会増員の件について加藤専務理事から報
告。次の各氏が増員となりました。（増員各１名）
　①教育委員会：磯貝健（駒田印刷㈱／中支部）
　②労務・新人教育委員会：渡邉茂央（㈱平和堂／
知多支部）
　③経営革新委員会：岡本泰㈱クイックス／熱田支
部〈敬称略〉
　⑸中部地区印刷協議会平成24年度下期会議報告の件
　①経営革新・マーケティング分科会、②環境分科
会、③組織・共済分科会、④教育・労務分科会、⑤
取引公正化分科会、⑥理事長会の報告がありました。
これらの件につきましては、別項の「平成24年度中
部地区印刷協議会下期会議」において詳報しますの
で、ここでは省略します。

　 ⑹その他
　〈全印工連事業などの件〉
　①CSR認定募集開始の件
　木野瀬理事長から説明が行われました。「CSR
（企業の社会的責任）は、地域密着型の我々のよ
うな中小印刷業においては避けて通れないものです。
全印工連が始めますCSR認定制度はお金が掛かりま
すが、企業の定期健診だと思えば考えも変わってき
ます。よりよい企業経営を目指すためにも定期健診
は必要です。是非、前向きに取り組んでいただける
ようお願いしておきます」と、認定制度への理解を
促しました。
　②特別ライセンスプログラム認証取得制度の件
　松岡委員長から説明が行われました。その中で、
「特別ライセンスプログラム／コンプライアンス認
証制度は、アドビシステムズ㈱と全印工連が行うも
ので、認証を希望する特別ライセンスプログラム参
加企業に対して現地調査を行います。
　そこで、AdobeCS製品が正しく運用されているか
を認定します。合格であれば、全印工連が認定書を
発行するのではなく、アドビシテムズ㈱が認定書を
発行します。ここが認定制度の肝になります」と説
明がありました。
　③官公需対策全国協議会の件
　鈴木正副理事長から「競り下げ方式導入への陳情
書、要望書提出」と「最低制限価格制度」など、公
正な競争環境の整備についての報告がありました。
　④ポスターグランプリ入賞・入選作品集の件
　細井俊男副理事長より「第３回ポスターグランプ
リコンペテイション作品集」の完成と「第４回ポス
ターグランプリ募集要項」の発表が行われました。
（募集要項の詳細は別項参照）。
　なお、議案審議事項は全て承認されました。
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　愛印工組平成24年度２月期理事会（第７回）が２月18日午後
15時30分より、メディアージュ愛知３階会議室において開催さ
れました。各委員会の活動報告に続き今後の事業予定などが確認
されました。中でも、新入社員教育のスタート、第４回ポスター
グランプリの募集要項、そして、断裁機担当者の講習義務、CSR
認定制度などについて報告が行われました。出席者23名。（司
会進行は加藤修専務理事が務めました）

■平成24年度２月期理事会（第7回）

新入社員研修４月からスタート
第４回ポスターグランプリ募集要項決まる

断裁機使用者の講習義務について

２月期理事会



　冒頭、木野瀬吉孝理事長は次のように挨拶。
　「先日、愛知県の主催により『職場のメンタルヘ
ルス対策シンポジウム』が覚王山にあるルプラ王山
というホテルで開催されました。このシンポジウム
は、メンタルヘルス対策に取り組む上で必要な知識
やノウハウを提供するために開かれたもので、皆さ
んの関心が高いのか300名を越す参加者で会場は超
満員でした。
　当組合も県からのモデル事業を受託した関係で事
例発表を行いました。労務・新人教育委員会の酒井
委員長がメンタルヘルス対策への取り組みを発表し、
豊橋合同印刷の岩瀬社長、半田中央印刷の中須賀氏
からは実際の取り組み事例が発表されました。大変
にレベルの高い事例発表で、会場に詰め掛けた皆さ
んは真剣に聴講して見えました。
　仕事や職場でストレスを感じている人は増えてい
ますし、このストレスが原因で休業したり退職した
りする人が少なくありません。
　また、メンタルヘルス不調者は適切にケアを行い
ませんと最悪の場合自殺の危険性もあります。心の
健康問題は個人の問題として扱うだけでは不十分で、
会社全体で対応することが大事です。そのためには、
遠くの先生より、近くの上司、同僚です。見てみぬ
ふりをしていると大変なことになります。自分たち
の負担も増え、会社も大きな損失を被ります。病気
になっているのにその措置をしなかったとの理由で
訴訟になった例も多数あります。

　人を雇用している以上きめ細かい対応が望まれま
す。今後も、メンタルヘルスについてはいろいろと
取り組んでいきますので、活用していただければと
思います」。
　この後、規定により木野瀬理事長が議長を務め議
案審議が行われました。
　⑴組合員加入・脱退の件
　「加入・脱退なし」と加藤専務理事が報告。
　⑵平成24年度決算見込みの件
　加藤専務理事より「一般会計収支決算見込み（平
成25年１月末現在）の報告がありました。
　⑶平成24年度委員会事業の件
　○組織・共済委員会
　岩瀬清委員長が自動車事故費用共済、新医療保障
プランについて説明。「保険は何かあったときに役
に立つもの」と加入の呼びかけを行いました。
　○経営革新委員会
　木村吉伸委員長が企業見学会の報告と、３月４日
メディアージュ愛知において「印刷寺子屋：変わる
ことでチャンスをつかむ／講師：酒井良輔知多印刷
㈱社長」のセミナーを行うことを報告。
　○マーケティング委員会
　鳥原久資副理事長がマーケティングセミナーにつ
いて報告。「昨年11月に行ったセミナーには110名、
今年２月に行ったセミナーには86名の参加がありま
した。いずれのセミナーも盛況で、聴講料を取って
も内容があれば集客に苦労することはないと実感し
ました。来期も有益なセミナーを積極的に行ってい
きたい」と発言。
　○教育委員会
　松岡祐司委員長が全印工連特別ライセンスプログ
ラムの現状と１月に行ったアドビテクニカルセミ
ナーについて報告。また、「７月12日にアドビテ
クニカルセミナーがウインクあいちにおいて開催さ

れます。詳細は調整中ですが参加をお待ちしていま
す」と呼びかけました。
　○労務・新人教育委員会
　酒井良輔委員長がメンタルヘルス対策、業界説明
会などを行ったことを報告。また、平成25年度新入
社員研修会が４月からスタートすることを報告。そ
の中で、「現在19名の参加者がありますが、研修会
に参加すれば助成金が降りるので、是非検討してい
ただきたい」と、改めて参加を促しました。
　また、岡田邦義副理事長が「別件事項であるが」
と前置きし、「断裁機使用での講習義務」について
触れ、「労働安全衛生法の中で、断裁機が圧力を掛
けて紙を切るプレス機械の一部になっていることか
ら、講習が義務づけられており、講習を受ける必要
がある」と説明。さらに「基準局からの訪問で指導
を受けることもあり、罰則もある」と指摘。「この
件に関してはさらに詳しい内容を調べ、必要があれ
ば早急に講習会を開きたい」と付け加えました。
　⑷事業委員会増員の件
　事業委員会増員の件について加藤専務理事から報
告。次の各氏が増員となりました。（増員各１名）
　①教育委員会：磯貝健（駒田印刷㈱／中支部）
　②労務・新人教育委員会：渡邉茂央（㈱平和堂／
知多支部）
　③経営革新委員会：岡本泰㈱クイックス／熱田支
部〈敬称略〉
　⑸中部地区印刷協議会平成24年度下期会議報告の件
　①経営革新・マーケティング分科会、②環境分科
会、③組織・共済分科会、④教育・労務分科会、⑤
取引公正化分科会、⑥理事長会の報告がありました。
これらの件につきましては、別項の「平成24年度中
部地区印刷協議会下期会議」において詳報しますの
で、ここでは省略します。

　 ⑹その他
　〈全印工連事業などの件〉
　①CSR認定募集開始の件
　木野瀬理事長から説明が行われました。「CSR
（企業の社会的責任）は、地域密着型の我々のよ
うな中小印刷業においては避けて通れないものです。
全印工連が始めますCSR認定制度はお金が掛かりま
すが、企業の定期健診だと思えば考えも変わってき
ます。よりよい企業経営を目指すためにも定期健診
は必要です。是非、前向きに取り組んでいただける
ようお願いしておきます」と、認定制度への理解を
促しました。
　②特別ライセンスプログラム認証取得制度の件
　松岡委員長から説明が行われました。その中で、
「特別ライセンスプログラム／コンプライアンス認
証制度は、アドビシステムズ㈱と全印工連が行うも
ので、認証を希望する特別ライセンスプログラム参
加企業に対して現地調査を行います。
　そこで、AdobeCS製品が正しく運用されているか
を認定します。合格であれば、全印工連が認定書を
発行するのではなく、アドビシテムズ㈱が認定書を
発行します。ここが認定制度の肝になります」と説
明がありました。
　③官公需対策全国協議会の件
　鈴木正副理事長から「競り下げ方式導入への陳情
書、要望書提出」と「最低制限価格制度」など、公
正な競争環境の整備についての報告がありました。
　④ポスターグランプリ入賞・入選作品集の件
　細井俊男副理事長より「第３回ポスターグランプ
リコンペテイション作品集」の完成と「第４回ポス
ターグランプリ募集要項」の発表が行われました。
（募集要項の詳細は別項参照）。
　なお、議案審議事項は全て承認されました。
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　愛印工組平成24年度２月期理事会（第７回）が２月18日午後
15時30分より、メディアージュ愛知３階会議室において開催さ
れました。各委員会の活動報告に続き今後の事業予定などが確認
されました。中でも、新入社員教育のスタート、第４回ポスター
グランプリの募集要項、そして、断裁機担当者の講習義務、CSR
認定制度などについて報告が行われました。出席者23名。（司
会進行は加藤修専務理事が務めました）

■平成24年度２月期理事会（第7回）

新入社員研修４月からスタート
第４回ポスターグランプリ募集要項決まる

断裁機使用者の講習義務について

２月期理事会



　■組合の存続意義
　本日は、二つのテーマで話をさせていただきます。
　一つは、昨年10月に行われました「印刷文化典」で発
表しました全印工連メッセージです。全印工連は今どう
いうことを考えて、どういう事業を行なおうとしている
のか、どこへ向かおうとしているのか、ご理解いただく
ために話をさせていただきます。
　二つ目は、今期の事業の中でCSR推進委員会という
委員会を新たに発足いたしました。なぜ今CSRを我々は
推進しなくてはいけないのか、このところを中心に、ソ
リューションプロバイダーという産業成長戦略提言に絡
めて話をいたします。
　全印工連の組合員数ですが、1970年をピークに1980
年代まではほぼ横這い、1992年からは着実に減少を続
けています。会員増強というテーマはここ十数年、ずっ
と取り上げられていますが、一度も増加に転じたことは
ありません。このことから減少傾向は今後も続くと予想
されておりますので、いずれは事業、財政の両面におい
て、組合存続に深刻な影響を及ぼすことは必至でありま
す。いっその事組合なんか自然消滅させて、各社それぞ
れ生き残り戦略を立ててやればいいんじゃないか、そう
いった話で決着させたいぐらいです。
　では、本当に組合がなくなってもいいのか、我々中小
企業は大丈夫なのかということでございます。
　全印工連会員の平均従業者数は18名、平均売上高は４
億1,600万。いまさら口にすることではございませんが、
国はもとより、地方自治体に至っても、この規模の印刷

会社に対して個別に対応することは非常に少ない。です
から、我々は群れなくてはいけない。企業の経営におい
ては業界の動向、自社の立ち位置といった情報は極めて
重要であります。
　そして、我々のような中小零細規模の会社が自社だ
けでは知りえない、それらの情報を得られる唯一の場が
組合であります。組合員はそれを分かっているからこそ、
現在も組合に所属していただいている。ですから、間違
いなくやる気が組合を必要としていると考えるのが必然
であります。我々執行部は、やる気のある会社に役立つ
組合を目指す、と申し上げております。
　つまり今の組合員にとっては、組合の存続は死活問
題であります。無くなってしまったら困るという理解で
す。このまま成り行きに任せておくわけにはまいりませ
ん。従来組合員が組合に求めていたメリットの大部分が
仕事の提供、資材価格の安定、売価の安定、低金利融資
であると思われてきました。
　しかし、組合員仲間から仕事をもらうというメリット
は、1991年以降減り続けております。資材価格も昔から
組合として、値上げ反対などの運動はしてきましたけれ
ども、結果として大きな成果に繋がったことはございま
せん。売価については1966年から料金適正委員会といっ
たものを設置して、適正利潤の確保に努力して参りまし
たけれども、未だに価格競争に歯止めがかかっておりま
せん。
　次の問題として、連合会の意義はあるのか、という
ことです。都道府県工組がそれぞれに生き残っていけば、

それでいいじゃないかという考えもあるかも知れません。
組合員、一企業単位で考えれば、それも可能に見えます
が、組合という組織単位で考えますと、そう簡単にはま
いりません。
　もちろん各県工組で、それぞれの事業を主体に運営を
していくというのは当然ですが、大局的な業界の方向性
を限られた地域の状況で判断するというのは正しくあり
ません。国という範囲で業界を客観的に見つめて、将来
進むべき方向を追求し、新しい産業構造を構築していく
組織は、たとえ中小零細企業の集団といえども持ってい
なければなりません。そのために必要なのが連合会であ
ります。
　そして、そのミッションを遂行するために、皆さんか
ら賦課金をいただいているということを今一度ご理解い
ただきたいと思います。
　■委員会を中心とした事業
　次に、委員会事業を説明していきます。
　【産業戦略デザイン室】
　産業成長戦略ビジョンの策定というのがこの委員会の
主だった事業です。３年前に「産業成長戦略提言2010
ソリューションプロバイダーへの進化」を発表しました。
今年10月に東京で開催される全印工連フォーラムで新た
な産業成長戦略ビジョンを発表いたします。
　この提言は我々が他の産業と戦っていくための戦略提
言となります。業界の動向だけではなく、社会全体構造
変化の動向を踏まえてビジョンを描き出す予定でござい
ます。
　すでに、多くの会議やセミナーを開催して準備を進め
ております。貴重な発表の場となりますので、フォーラ
ム当日は是非、大勢の組合員の皆様にご参会いただきた
いと思います。
　【MUD事業推進室】
　社会貢献事業は、これから大いに力を入れていかなけ
ればならない事業です。今年度は委員会メンバーの努力
が実り、コンペティションへの応募作品数は昨年度から

大幅に増えて、活気を呈する大会となりました。
　すでに審査も終わり入賞作品も決まり発表されました。
全印工連のホームページにアップされております。
　【経営革新・マーケティング委員会】
　昨年スタートしました経営羅針盤の周知と関連する支
援セミナーを引き続き開催いたします。
　何故今年も継続するのかといいますと、先ほど経産省
の委託事業で行いました経営構造改善の事業の調査で、
決算書が読めますかという質問をいたしました。
　全部で120社弱の会社から返信をいただきその集計で
すが、決算書を読めますかという質問に対して、読める
といった会社は、たったの24％でした。これは、読め
る・だいたい読める・あまり読めない・読めないの四択
でした。何れにしましても、我々中小企業の経営者が決
算書をまともに読めないという状況では、これからの厳
しい時代を生き抜くことはできませんので、この事業は
引き続き行っていきます。
　印刷業の経営動向調査ですが、これは現在、調査対象
が全体の３分の１と非常に少なく、そのほとんどが全印
工連の平均規模以上でございます。さらに返信率が10％
以下と低いために、実際とは違う調査結果となっている
可能性が高いと考えられております。
　その是正をしていくことで着手をしました。この調査
結果は印刷産業全体においても大変重要な数値となりま
すので、今後この調査へのウエイトを一段とあげていこ
うと考えています。
　なお、25年度から新たな内容で実施をしてまいります。
対象となりました組合員の皆さんは是非ご協力をいただ
きたいと思います。
　【環境・労務委員会】
　昨年度まで環境と労務は別々の委員会事業でありまし
たが、今年度から一緒にしたところ、胆管がん問題が発
生して、タイミングとしては適切だったかなと思います。
胆管がん事件を機にして、厚生労働省が労務環境規制に
力を相当入れております。それに伴って日印産連で労働

－ 6 － － 7 －

　愛印工組では、１月16日名古屋東急ホテルにおいて
「平成25年新春 印刷と関連業界新年互礼会」を開催し
た。その折、互礼会に先立ち、全日本印刷工業組合連合
会島村博之会長の「全印工連・会長メッセージ」と題し
た講演会が開かれた。講演会の中で島村会長は、昨年開
催した印刷文化典で発表した全印工連メッセージと、今
期の事業の中で新たに発足したCSR推進委員会による
CSRについての２つのテーマで話を進めた。講演は長時
間におよび行われたので、本稿では『全印工連メッセー
ジ』と『CSRについて』に分け、今月号では、全印工連
メッセージについて紹介する。

■愛印工組「印刷と関連業界新年互礼会」講演会より

「全印工連・会長メッセージ」
中小零細企業が情報を得られる唯一の場が組合

島村博之会長
全日本印刷工業組合連合会

講演する島村会長
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　全印工連の組合員数ですが、1970年をピークに1980
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なければなりません。そのために必要なのが連合会であ
ります。
　そして、そのミッションを遂行するために、皆さんか
ら賦課金をいただいているということを今一度ご理解い
ただきたいと思います。
　■委員会を中心とした事業
　次に、委員会事業を説明していきます。
　【産業戦略デザイン室】
　産業成長戦略ビジョンの策定というのがこの委員会の
主だった事業です。３年前に「産業成長戦略提言2010
ソリューションプロバイダーへの進化」を発表しました。
今年10月に東京で開催される全印工連フォーラムで新た
な産業成長戦略ビジョンを発表いたします。
　この提言は我々が他の産業と戦っていくための戦略提
言となります。業界の動向だけではなく、社会全体構造
変化の動向を踏まえてビジョンを描き出す予定でござい
ます。
　すでに、多くの会議やセミナーを開催して準備を進め
ております。貴重な発表の場となりますので、フォーラ
ム当日は是非、大勢の組合員の皆様にご参会いただきた
いと思います。
　【MUD事業推進室】
　社会貢献事業は、これから大いに力を入れていかなけ
ればならない事業です。今年度は委員会メンバーの努力
が実り、コンペティションへの応募作品数は昨年度から

大幅に増えて、活気を呈する大会となりました。
　すでに審査も終わり入賞作品も決まり発表されました。
全印工連のホームページにアップされております。
　【経営革新・マーケティング委員会】
　昨年スタートしました経営羅針盤の周知と関連する支
援セミナーを引き続き開催いたします。
　何故今年も継続するのかといいますと、先ほど経産省
の委託事業で行いました経営構造改善の事業の調査で、
決算書が読めますかという質問をいたしました。
　全部で120社弱の会社から返信をいただきその集計で
すが、決算書を読めますかという質問に対して、読める
といった会社は、たったの24％でした。これは、読め
る・だいたい読める・あまり読めない・読めないの四択
でした。何れにしましても、我々中小企業の経営者が決
算書をまともに読めないという状況では、これからの厳
しい時代を生き抜くことはできませんので、この事業は
引き続き行っていきます。
　印刷業の経営動向調査ですが、これは現在、調査対象
が全体の３分の１と非常に少なく、そのほとんどが全印
工連の平均規模以上でございます。さらに返信率が10％
以下と低いために、実際とは違う調査結果となっている
可能性が高いと考えられております。
　その是正をしていくことで着手をしました。この調査
結果は印刷産業全体においても大変重要な数値となりま
すので、今後この調査へのウエイトを一段とあげていこ
うと考えています。
　なお、25年度から新たな内容で実施をしてまいります。
対象となりました組合員の皆さんは是非ご協力をいただ
きたいと思います。
　【環境・労務委員会】
　昨年度まで環境と労務は別々の委員会事業でありまし
たが、今年度から一緒にしたところ、胆管がん問題が発
生して、タイミングとしては適切だったかなと思います。
胆管がん事件を機にして、厚生労働省が労務環境規制に
力を相当入れております。それに伴って日印産連で労働
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　愛印工組では、１月16日名古屋東急ホテルにおいて
「平成25年新春 印刷と関連業界新年互礼会」を開催し
た。その折、互礼会に先立ち、全日本印刷工業組合連合
会島村博之会長の「全印工連・会長メッセージ」と題し
た講演会が開かれた。講演会の中で島村会長は、昨年開
催した印刷文化典で発表した全印工連メッセージと、今
期の事業の中で新たに発足したCSR推進委員会による
CSRについての２つのテーマで話を進めた。講演は長時
間におよび行われたので、本稿では『全印工連メッセー
ジ』と『CSRについて』に分け、今月号では、全印工連
メッセージについて紹介する。

■愛印工組「印刷と関連業界新年互礼会」講演会より

「全印工連・会長メッセージ」
中小零細企業が情報を得られる唯一の場が組合

島村博之会長
全日本印刷工業組合連合会

講演する島村会長



衛生協議会というのが設置されました。すでに多数回に
亘って会議が開催されておりますが、我々小規模印刷会
社にとっては非常に厳しい規制がひかれようとしており
ます。
　また、過日行われました化学物質の取り扱いについて
の実態調査があります。これは経産省から日印産連がい
われて行った調査ですが、労働安全衛生法に基づく処理
の実施率において、何も行っていないと回答した会社が
全印工連においては全体の10％。1,941社中192社もあり
ました。愛知県工組でもこの辺については指導を徹底し
ていただきたいと思います。
　それと、GP工場の認定でございますが、現在で305
社が認定を受けております。また、昨年からはデジタ
ル印刷工程のGP認定が開始されました。全印工連のメ
ンバーでは41社がすでに登録を完了しております。引
き続きGP認定の取得に向けまして、最善の努力をお願
いいたします。
　【組織活性委員会】
　共済制度促進につきましては、大変積極的に委員会が
動いております。
　今年度第１回の委員会を初めて東京を離れて別の場所
で開催しましたが、それが名古屋でした。この開催を皮
切りに第２回を広島で開催するなど積極的に地域を回っ
て、加入増強活動を進めております。
　私も名古屋で開催された委員会に出席をいたしました
けれど、共済担当の皆さんは大変積極的でその推進力は
地元に来て見ないと分からないものだということを改め
て感じました。
　組合員台帳というのを全組合員さんに提出していただ
くのが義務になっております。この回収について、昨年
度から金融項目の大幅削減効果もあり、回収率が全国で
13％上昇いたしました。愛知県工組は昨年76％の回収率
でしたが、今年度は80.9％と、こちらのほうも回収率を
上げていただきました。台帳の提出については組合員の
義務でございますので、引き続き100％提出の目標を目

指してご協力をお願いします。
　【教育・研修委員会】
　見える化セミナーの開催、アドビ特別ライセンスプロ
グラムの加入促進など、八面六臂でこの委員会は活躍し
ております。お蔭様で、全国で引く手あまたのセミナー
となっております。モニター企業の参加など、内容も
益々濃くなっておりますので、今後とも引き続きセミ
ナーの開催のご依頼をお待ちしております。
　アドビ特別ライセンスプログラムにつきましても、昨
年12月に第１期加入組合員の更新手続きが終了いたしま
した。新規加入者も順調に増えまして、お蔭様で4,000
ライセンスを超える契約を結ぶことができました。愛知
県工組には多大なるご協力をいただきましたが、この事
業も共済同様にすばらしい事業になってきたと思われま
す。今後とも加入者が増えますようにセミナーの開催な
ど、ご協力をお願いいたします。また、今年からアドビ
コンプライアンス認定制度が開始されます。こちらもど
しどしご利用いただければと思います。
　【CSR推進専門委員会】
　CSRの普及と啓発は、今年度の全印工連事業の根幹と
いっても過言ではございません。全国でCSRのセミナー
を開催していただき、組合員全員に周知の場を提供して
いただきますようお願い申し上げます。
　このCSR認定事業につきましては、賛否両論ござい
ますが、「まずはやってみる」ということでご理解いた
だければと思います。浅野健元会長からは、「社員が定
期健診を受けるのと同じように、CSRにおいても、自社
の活動がどのレベルにあるのか、周りに見てもらうのだ
と理解すればいい」というお言葉をいただきました。そ
れが第一歩だと考えております。いずれ経営に役立った
とか、企業のモラル向上に繋がったとか、仕事において、
お客様から認められるようになったという例をたくさん
作っていくことが大切なのではないかと考えております。
２年、５年、10年かかるかも知れませんが、どうぞご理
解いただきたいと思います。

　愛知県では、中小企業の事業主を対象に、メンタルヘルス対策
に取り組むうえで必要な知識やノウハウを提供するためのシンポ
ジュウム「職場のメンタルヘルス対策シンポジウム　～その取り
組みに向けた第一歩～」を、２月13日午後１時30分より千種区
の「ルブラ王山」において開催した。300人を超す聴講者で盛況
を極めた。
　【第１部】基調講演「これから始める中小企業のメンタルヘル
ス　～知っておきたい基礎知識～」講師：福井明（㈱ジェイテク
ト、総括産業医）
　【第２部】事例発表　〈事例１〉「メンタルヘルス対策に向け
た新たな取り組み」講師：酒井良輔（愛知県印刷工業組合 労務・

新人教育委員長）、〈事例２〉「支援を受けて学んだこと」岩瀬清
（豊橋合同印刷㈱社長）、〈事例３〉「改めて知ったコミュニケー
ションの大切さ」中須賀哲（半田中央印刷㈱人事担当）
　【第３部】パネルディスカッション「メンタルヘルス対策！
知っておきたい公的機関などの支援 ～その内容と活用術～」コー
ディネーター：斉藤政彦（大同特殊鋼㈱ 総括産業医）、パネリス
ト：梛野誠（愛知産業保険推進センター・メンタルヘルス対策支
援センター）、川村浩樹（愛知障害者職業センター）、阿部研二
（中央労働災害防止協会）、酒井良輔（愛知県印刷工業組合）、岩
瀬清（豊橋合同印刷㈱）
　本稿では、事例発表について詳報してみる。

　　事例発表

　事例１ 「メンタルヘルス対策に向けた新たな取り組み」　
　講師：酒井良輔（愛知県印刷工業組合 労務・新人教育委員
長）

　愛知県印刷工業組合（略称：愛印工組）の概要を紹介しま
す。所在地は名古屋市東区泉一丁目20番12号、設立は昭和
30年４月11日です。設立目的は、愛知県内で印刷業を営む
中小企業の発展向上です。組合員数は現在248社。事業内容
は①印刷業に関する指導及び教育、②印刷業に関する情報又
は資料収集及び提供、③印刷業に関する調査研究などです。
　メンタルヘルス対策支援事業の参加理由としては、社員の
心と体の健康づくりに向けた取り組みを行う必要性を感じて
いたことと、組合員からメンタルヘルス対策の取り組みに対
する要望の声があったからです。
　支援内容は、メンタルヘルス対策の情報提供、資料の作成
及び配布、管理監督者向けの研修会の開催、さらには、メン
タルヘルス対策の専門家派遣の実施などです。
　実施に向けての課題として、予算をどうするかについては
県の委託料を活用しました。担当は、愛印工組内の委員会で

ある労務・新人教育委員会で対応しました。支援機関として
は、愛知労働局、愛知県、中央労働災害防止協会にお願いし
ました。
　支援内容について報告します。まず、情報提供資料の作成
及び配布ですが、A4判12ページの「職場におけるメンタ
ルヘルス対策ガイド」を作成しました。内容につきましては、
愛知労働局、愛知県を始めメンタルヘルス対策の支援機関が
作成しました刊行物を参考にしております。部数は500部
作りまして、組合員、社員、そして加盟組合などに配布しま
した。作成にあたり、愛知県精神福祉センター、中央労働災
害防止協会、及び、斉藤政彦統括産業医、白石恵美子心理カ
ウンセラーの方々に支援をいただきました。ガイドブックの
内容は、①心の健康づくり計画、②職業性ストレス簡易調査
表、③4つのケア事例集、④愛知県相談機関一覧などから構
成しています。
　成果としましては、４つのケアーを計画的に推進すること
が重要と組合員に認識させることができ、職業性ストレス簡
易調査表により社員に対してストレスに関する気付きの機会
を与えることができました。さらに、組合が情報収集を行い、
独力でメンタルヘルス対策の資料が作成できたこと、メンタ
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事例発表で酒井良輔、岩瀬清、

中須賀啓の３氏が講演

中須賀啓氏岩瀬清社長酒井良輔委員長

300人を越す聴講者があった
「職場のメンタルヘルス対策シンポジウム」

～その取り組みに向けた第一歩～～その取り組みに向けた第一歩～
■職場のメンタルヘルス対策シンポジウム■職場のメンタルヘルス対策シンポジウム
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社にとっては非常に厳しい規制がひかれようとしており
ます。
　また、過日行われました化学物質の取り扱いについて
の実態調査があります。これは経産省から日印産連がい
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ました。愛知県工組でもこの辺については指導を徹底し
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　それと、GP工場の認定でございますが、現在で305
社が認定を受けております。また、昨年からはデジタ
ル印刷工程のGP認定が開始されました。全印工連のメ
ンバーでは41社がすでに登録を完了しております。引
き続きGP認定の取得に向けまして、最善の努力をお願
いいたします。
　【組織活性委員会】
　共済制度促進につきましては、大変積極的に委員会が
動いております。
　今年度第１回の委員会を初めて東京を離れて別の場所
で開催しましたが、それが名古屋でした。この開催を皮
切りに第２回を広島で開催するなど積極的に地域を回っ
て、加入増強活動を進めております。
　私も名古屋で開催された委員会に出席をいたしました
けれど、共済担当の皆さんは大変積極的でその推進力は
地元に来て見ないと分からないものだということを改め
て感じました。
　組合員台帳というのを全組合員さんに提出していただ
くのが義務になっております。この回収について、昨年
度から金融項目の大幅削減効果もあり、回収率が全国で
13％上昇いたしました。愛知県工組は昨年76％の回収率
でしたが、今年度は80.9％と、こちらのほうも回収率を
上げていただきました。台帳の提出については組合員の
義務でございますので、引き続き100％提出の目標を目

指してご協力をお願いします。
　【教育・研修委員会】
　見える化セミナーの開催、アドビ特別ライセンスプロ
グラムの加入促進など、八面六臂でこの委員会は活躍し
ております。お蔭様で、全国で引く手あまたのセミナー
となっております。モニター企業の参加など、内容も
益々濃くなっておりますので、今後とも引き続きセミ
ナーの開催のご依頼をお待ちしております。
　アドビ特別ライセンスプログラムにつきましても、昨
年12月に第１期加入組合員の更新手続きが終了いたしま
した。新規加入者も順調に増えまして、お蔭様で4,000
ライセンスを超える契約を結ぶことができました。愛知
県工組には多大なるご協力をいただきましたが、この事
業も共済同様にすばらしい事業になってきたと思われま
す。今後とも加入者が増えますようにセミナーの開催な
ど、ご協力をお願いいたします。また、今年からアドビ
コンプライアンス認定制度が開始されます。こちらもど
しどしご利用いただければと思います。
　【CSR推進専門委員会】
　CSRの普及と啓発は、今年度の全印工連事業の根幹と
いっても過言ではございません。全国でCSRのセミナー
を開催していただき、組合員全員に周知の場を提供して
いただきますようお願い申し上げます。
　このCSR認定事業につきましては、賛否両論ござい
ますが、「まずはやってみる」ということでご理解いた
だければと思います。浅野健元会長からは、「社員が定
期健診を受けるのと同じように、CSRにおいても、自社
の活動がどのレベルにあるのか、周りに見てもらうのだ
と理解すればいい」というお言葉をいただきました。そ
れが第一歩だと考えております。いずれ経営に役立った
とか、企業のモラル向上に繋がったとか、仕事において、
お客様から認められるようになったという例をたくさん
作っていくことが大切なのではないかと考えております。
２年、５年、10年かかるかも知れませんが、どうぞご理
解いただきたいと思います。

　愛知県では、中小企業の事業主を対象に、メンタルヘルス対策
に取り組むうえで必要な知識やノウハウを提供するためのシンポ
ジュウム「職場のメンタルヘルス対策シンポジウム　～その取り
組みに向けた第一歩～」を、２月13日午後１時30分より千種区
の「ルブラ王山」において開催した。300人を超す聴講者で盛況
を極めた。
　【第１部】基調講演「これから始める中小企業のメンタルヘル
ス　～知っておきたい基礎知識～」講師：福井明（㈱ジェイテク
ト、総括産業医）
　【第２部】事例発表　〈事例１〉「メンタルヘルス対策に向け
た新たな取り組み」講師：酒井良輔（愛知県印刷工業組合 労務・

新人教育委員長）、〈事例２〉「支援を受けて学んだこと」岩瀬清
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　【第３部】パネルディスカッション「メンタルヘルス対策！
知っておきたい公的機関などの支援 ～その内容と活用術～」コー
ディネーター：斉藤政彦（大同特殊鋼㈱ 総括産業医）、パネリス
ト：梛野誠（愛知産業保険推進センター・メンタルヘルス対策支
援センター）、川村浩樹（愛知障害者職業センター）、阿部研二
（中央労働災害防止協会）、酒井良輔（愛知県印刷工業組合）、岩
瀬清（豊橋合同印刷㈱）
　本稿では、事例発表について詳報してみる。

　　事例発表

　事例１ 「メンタルヘルス対策に向けた新たな取り組み」　
　講師：酒井良輔（愛知県印刷工業組合 労務・新人教育委員
長）

　愛知県印刷工業組合（略称：愛印工組）の概要を紹介しま
す。所在地は名古屋市東区泉一丁目20番12号、設立は昭和
30年４月11日です。設立目的は、愛知県内で印刷業を営む
中小企業の発展向上です。組合員数は現在248社。事業内容
は①印刷業に関する指導及び教育、②印刷業に関する情報又
は資料収集及び提供、③印刷業に関する調査研究などです。
　メンタルヘルス対策支援事業の参加理由としては、社員の
心と体の健康づくりに向けた取り組みを行う必要性を感じて
いたことと、組合員からメンタルヘルス対策の取り組みに対
する要望の声があったからです。
　支援内容は、メンタルヘルス対策の情報提供、資料の作成
及び配布、管理監督者向けの研修会の開催、さらには、メン
タルヘルス対策の専門家派遣の実施などです。
　実施に向けての課題として、予算をどうするかについては
県の委託料を活用しました。担当は、愛印工組内の委員会で

ある労務・新人教育委員会で対応しました。支援機関として
は、愛知労働局、愛知県、中央労働災害防止協会にお願いし
ました。
　支援内容について報告します。まず、情報提供資料の作成
及び配布ですが、A4判12ページの「職場におけるメンタ
ルヘルス対策ガイド」を作成しました。内容につきましては、
愛知労働局、愛知県を始めメンタルヘルス対策の支援機関が
作成しました刊行物を参考にしております。部数は500部
作りまして、組合員、社員、そして加盟組合などに配布しま
した。作成にあたり、愛知県精神福祉センター、中央労働災
害防止協会、及び、斉藤政彦統括産業医、白石恵美子心理カ
ウンセラーの方々に支援をいただきました。ガイドブックの
内容は、①心の健康づくり計画、②職業性ストレス簡易調査
表、③4つのケア事例集、④愛知県相談機関一覧などから構
成しています。
　成果としましては、４つのケアーを計画的に推進すること
が重要と組合員に認識させることができ、職業性ストレス簡
易調査表により社員に対してストレスに関する気付きの機会
を与えることができました。さらに、組合が情報収集を行い、
独力でメンタルヘルス対策の資料が作成できたこと、メンタ
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事例発表で酒井良輔、岩瀬清、

中須賀啓の３氏が講演

中須賀啓氏岩瀬清社長酒井良輔委員長

300人を越す聴講者があった
「職場のメンタルヘルス対策シンポジウム」

～その取り組みに向けた第一歩～～その取り組みに向けた第一歩～
■職場のメンタルヘルス対策シンポジウム■職場のメンタルヘルス対策シンポジウム
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ルヘルス対策支援機関の活用を図ることができたことも成果
です。
　管理監督者向けの研修会は、講師に斉藤政彦先生を招聘し、
「メンタルヘルス不調者の早期発見～心のサインを見逃すな
～」と題した講演会を開き、63社71名（２回開催分）の
参加を得ております。この成果としましては、斉藤先生の講
演により、管理監督者に対してメンタルヘルス対策の基礎知
識を提供できたことと、参加者から多くの質問（例えば、不
調者が出た場合の対応、休職者の復職時期など）が寄せられ、
組合員の疑問に応えることができました。なによりも、メン
タルヘルス対策への取り組む意識を高めたことが大きな成果
であったと思います。
　専門家の派遣につきましては、白石恵美子心理カウンセ
ラーにお願いし、経営者及び人事労務担当者を対象とするメ
ンタルヘルス対策セミナーの開催と事例対応の相談を行いま
した。派遣先の選定につきましては、全組合員を対象に希望
者を募ったうえで選定し、12社120名（12回開催）の派
遣先企業と参加者実績を得ました。ここでの成果につきまし
ては、管理監督者対象のセミナーを実施することで、対策の
取り組み方法を伝えることができ、さらに、専門家が経営者
と面談することで、対策の必要性を直接伝えることができた
のも大きな成果でした。
　いずれにしましても、メンタルヘルス対策に取り組みたい
とする組合員が増加したことも付け加え報告しておきます。
　今後の課題としましては、支援する組合員数の拡大、支援
メニューのあり方、支援機関の利用方法、対策費用の確保な
どがあると思います。

　事例２　「支援を受けて学んだこと」　
　講師：岩瀬清（豊橋合同印刷㈱代表取締役社長）

　当社の概要を紹介させていただきます。社名は豊橋合同印

刷株式会社、所在地は愛知県豊橋市東脇4丁目8－16、設立
は昭和19年で社員は約50名います。年商は約９億、総合印
刷業を営んでおります。
　メンタルヘルス不調者の発生状況ですが、営業部９名の内
２名がメンタルヘルス不調者でした。その状況は、2008
年に１名おりましたがケアののち復職し再発はありません。
2010年に１名が不調者になり復職しましたが再発したため
2011年に退職しました。また、2009年度の新入社員２名
がメンタルヘルス不調者で、いずれも退職しております。
　具体的に申し上げてみます。
　【営業Aさんの場合】　勤続年数13年、年齢30歳代、男
性。勤務中に不調を訴えることがありましたが、特別な対応
はしておりませんでした。本人が病院に行き、医師の診断で
病名が分かり休職しました。原因は、責任の重さを気にして
いたということです。休職期間は５ヶ月間（2008年11月
～2009年４月）。復職は、本人の希望で約１ヶ月間、自由
な時間に会社に出入りしておりました。その後復職し、半年
間は営業事務として内勤をして、現在は営業職として通常勤
務をしております。
　【営業Bさんの場合】 勤続年数15年、年齢50歳代、男性。
勤務中に不調を訴えることがありましたが、特別な対応はし
ておりませんでした。本人が病院へ行き、医師の診断で病名
が分かり休職してました。原因は不明です。休職期間は５ヶ
月間（2010年12月～2011年４月）。その後復職し、本
人の希望により製造部に異動しましたが、病状が再発し退職
しております。
　【新入社員２名の場合】
　・営業Cさん　採用８ヵ月後、23歳、男性。無断欠勤で音
信不通。上司が自宅を訪問したところ「精神的に疲れた」と、
口頭で辞職願いの申し出があり、退職。原因は不明です。
　・製造Dさん　採用８ヵ月後、21歳、女性。突然欠勤、両
親から電話による辞職願いの申し出があり退職。こちらも原
因は不明です。
　当社の対応ですが、不調者に対しては休職を命じておりま
す。これは就業規則に基づくもので、６ヶ月間の休職制度が
あります。休職期間中は、上司が月2回程度電話や訪問で接
触をしております。復職の時期は本人からの復職の申し出が
あれば、主治医の診断書に従い復職の判断をしております。
　当社の問題点としては、社内にメンタルヘルスに関する知
識のある社員がおらず、社員の不調を早期に発見できなかっ
た。さらに、休職者の復職制度に関するルールが定まってお
らず、社長判断により対応していたことなどが挙げられます。
　そんな折、愛印工組でメンタルヘルス対策事業を行なうこ
とを知り、その支援を得ることにしたわけです。メンタルヘ
ルス対策の情報提供資料「職場におけるメンタルヘルス対策
ガイド」を拝見し勉強すると共に、管理監督者向けの研修会
への参加、これには、私及び総務担当者計３名が参加させて
いただきました。また、メンタルヘルス対策の専門家派遣を
実施していただき、私及び管理監督者、社員の計16名が参
加しました。
　この支援から学びましたことは、周囲が社員の異常に気づ

く職場環境づくりです。そして、私自ら積極的に社員に声を
かけ、また、上司が部下から話を聞くコミュニケーションづ
くりに取り組んでいます。
　今後の対策と課題は、社内でのメンタルヘルスに関する知
識の普及です。管理監督者から一般社員にまで拡大を図りま
す。さらに、メンタルヘルス対策の支援機関から、どのよう
な支援を受けることができるのか、その活用の検討も行って
おります。

　事例３　「改めて知ったコミュニケーションの大切さ」
　講師：中須賀啓（半田中央印刷㈱人事担当）

　当社は、プリ・テック㈱グループの一員で、半田中央印刷
株式会社といい、事業所は社名にありますように愛知県半田
市にあります。
　事業内容は、総合印刷物の企画、立案、制作から印刷、加
工及びデジタルメディアサービスの企画制作、運営を行って
おります。設立は昭和19年。年商は９億で、社員は60名
（男性33名、女性27名）おります。プリ・テック㈱グルー
プには、プリ・テック株式会社（本社・西尾市）、プリテッ
クメディア株式会社（西尾市）、トーヨー印刷株式会社（多
治見市）があり、グループ全体での年商は32億円、従業員
は210名になります。
　職場環境は、企画・営業・デザイン部門は若手が多く、若
い社員は真面目でおとなしいです。残業が多く、管理者もプ
レイングマネージャーで忙しい。過去にはメンタルヘルス不
調者がいましたが退職しました。現在、不調者はいません。
メンタルヘルス対策は、以前は何も行っていませんでした。
なお、産業医はいますがメンタルヘルスの専門医ではありま
せん。
　職場環境改善の取り組みとしては、管理者教育（モチベー
ション向上のマネージメント）を２年ほど前から実施してい
ます。これは、外資系企業の元管理職を顧問として招き、助
言・指導を受けています。具体的な取り組みとしては、新人
事評価制度を24年７月から導入し、上司と部下が年４回以
上の面談を行い、「目標設定」や「自己評価・上司評価」の
実施を行っています。また、部下とのコミュニケーション能
力向上の研修の実施、さらに、製作部門において24年7月
からフレックスタイムの導入を行い、効果的な勤務時間と生
活との調和を図っています。
　支援内容につきましては、メンタルヘルス対策の情報提供
資料「職場におけるメンタルヘルス対策ガイド」の活用と、

斉藤先生による管理監督者向け研修会「心のサインを見逃す
な！」に、受講者1名を参加させております。また、専門家
派遣では、白石先生の「職場の人間関係がメンタルヘルスの
バロメーター」に、経営者及び管理監督者ら11名が参加し
ました。
　支援から学んだことは、「メンタル不調の原因は職場にお
ける人間関係であり、仕事内容ではない」、「特に上司との
人間関係が原因である」、「部下の望みは、“自分が期待さ
れている”と思えることである」などです。
　支援後の取り組みとしては、上司と部下とのコミュニケー
ションの促進「知識から実践へ」を促進すべく、安全衛生
委員会を通じ、部下と日常的なコミュニケーションを心掛け
るように管理監督者へ伝達。さらに、部下とのコミュニケー
ションは聴講の技法を導入して実施しております。また、こ
の２月11日に社内の全社員を対象に「ストレス調査」を行
いました。これは、メンタルヘルス不調の早期の気づきを狙
いとしたものです。
　今後の対策と課題ですが、まず対策としては、①社員向け
相談窓口の設置⇒ストレス調査後の相談体制の整備、②社員
向けメンタルヘルス研修の実施⇒社員にメンタルヘルス対策
に関する基礎知識の提供、③復職支援体制の整備⇒復職及び
再発防止のためのマニュアル作成、そして、④メンタルヘル
ス対策の検診システムの導入を検討しております。
　課題としては、継続的に指導・助言を受けることができる
メンタルヘルス対策の専門家の確保にあります。
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●身近な催し物のお知らせ（愛印工組関係）
開催日時　　　　　　事業・行事、場所、備考

事業名 印刷会社の社員研修
愛知県印刷工業組合ホームページでご確認ください。
事業名 「平成25年度 通常総代会」
ところ 名古屋観光ホテル
※詳細調整中
事業名 Adobeテクニカルセミナー
ところ ウインクあいち　1201会議室
購 入 社：ライセンス購入人数まで無料
未購入社：5,000円／1人
定　　員：90名
事業名 ＭＵＤ教育検定
ところ ウインクあいち　1202会議室
※詳細調整中

4月2日㈫～
9月9日㈪

5月17日㈮

7月12日㈮
13:00～
　　17:00

7月13日㈯
10:00～
　　16:30

●身近な催し物のお知らせ（関連団体）

事業名 中部地区印刷協議会
 25年度上期会議
ところ オークスカナルパークホテル富山
※詳細調整中

6月14日㈮
　～15日㈯

　社団法人日本印刷産業連合会が主催する印刷産業の
環境に配慮した環境優良工場の表彰制度、平成25年
度「第12回印刷産業環境優良工場表彰」の募集が始ま
りました。応募資格は、㈳日本印刷産業連合会の会員
団体傘下企業で、印刷及び印刷加工に係わる工場です。
応募手続は、応募する工場は第1次審査用応募票を１
通提出します。第1次審査を通過した工場が第２次審
査用応募書類を提出することができます。応募期間は、
第１次審査が平成25年３月１日㈮～４月10日㈬、第
２次審査が平成25年４月22日㈪～５月31日㈮。
　【問合せ先】㈳日本印刷産業連合会（環境表彰担当)
　〒104-0041 東京都中央区新富1-16-8
　TEL03（3553）6051　FAX03（3553）6079
　e-mail:info＠jfpi.or.jp   http://www.jfpi.or.jp

■「第12回印刷産業環境優良工場表彰」募集開始
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ルヘルス対策支援機関の活用を図ることができたことも成果
です。
　管理監督者向けの研修会は、講師に斉藤政彦先生を招聘し、
「メンタルヘルス不調者の早期発見～心のサインを見逃すな
～」と題した講演会を開き、63社71名（２回開催分）の
参加を得ております。この成果としましては、斉藤先生の講
演により、管理監督者に対してメンタルヘルス対策の基礎知
識を提供できたことと、参加者から多くの質問（例えば、不
調者が出た場合の対応、休職者の復職時期など）が寄せられ、
組合員の疑問に応えることができました。なによりも、メン
タルヘルス対策への取り組む意識を高めたことが大きな成果
であったと思います。
　専門家の派遣につきましては、白石恵美子心理カウンセ
ラーにお願いし、経営者及び人事労務担当者を対象とするメ
ンタルヘルス対策セミナーの開催と事例対応の相談を行いま
した。派遣先の選定につきましては、全組合員を対象に希望
者を募ったうえで選定し、12社120名（12回開催）の派
遣先企業と参加者実績を得ました。ここでの成果につきまし
ては、管理監督者対象のセミナーを実施することで、対策の
取り組み方法を伝えることができ、さらに、専門家が経営者
と面談することで、対策の必要性を直接伝えることができた
のも大きな成果でした。
　いずれにしましても、メンタルヘルス対策に取り組みたい
とする組合員が増加したことも付け加え報告しておきます。
　今後の課題としましては、支援する組合員数の拡大、支援
メニューのあり方、支援機関の利用方法、対策費用の確保な
どがあると思います。

　事例２　「支援を受けて学んだこと」　
　講師：岩瀬清（豊橋合同印刷㈱代表取締役社長）

　当社の概要を紹介させていただきます。社名は豊橋合同印

刷株式会社、所在地は愛知県豊橋市東脇4丁目8－16、設立
は昭和19年で社員は約50名います。年商は約９億、総合印
刷業を営んでおります。
　メンタルヘルス不調者の発生状況ですが、営業部９名の内
２名がメンタルヘルス不調者でした。その状況は、2008
年に１名おりましたがケアののち復職し再発はありません。
2010年に１名が不調者になり復職しましたが再発したため
2011年に退職しました。また、2009年度の新入社員２名
がメンタルヘルス不調者で、いずれも退職しております。
　具体的に申し上げてみます。
　【営業Aさんの場合】　勤続年数13年、年齢30歳代、男
性。勤務中に不調を訴えることがありましたが、特別な対応
はしておりませんでした。本人が病院に行き、医師の診断で
病名が分かり休職しました。原因は、責任の重さを気にして
いたということです。休職期間は５ヶ月間（2008年11月
～2009年４月）。復職は、本人の希望で約１ヶ月間、自由
な時間に会社に出入りしておりました。その後復職し、半年
間は営業事務として内勤をして、現在は営業職として通常勤
務をしております。
　【営業Bさんの場合】 勤続年数15年、年齢50歳代、男性。
勤務中に不調を訴えることがありましたが、特別な対応はし
ておりませんでした。本人が病院へ行き、医師の診断で病名
が分かり休職してました。原因は不明です。休職期間は５ヶ
月間（2010年12月～2011年４月）。その後復職し、本
人の希望により製造部に異動しましたが、病状が再発し退職
しております。
　【新入社員２名の場合】
　・営業Cさん　採用８ヵ月後、23歳、男性。無断欠勤で音
信不通。上司が自宅を訪問したところ「精神的に疲れた」と、
口頭で辞職願いの申し出があり、退職。原因は不明です。
　・製造Dさん　採用８ヵ月後、21歳、女性。突然欠勤、両
親から電話による辞職願いの申し出があり退職。こちらも原
因は不明です。
　当社の対応ですが、不調者に対しては休職を命じておりま
す。これは就業規則に基づくもので、６ヶ月間の休職制度が
あります。休職期間中は、上司が月2回程度電話や訪問で接
触をしております。復職の時期は本人からの復職の申し出が
あれば、主治医の診断書に従い復職の判断をしております。
　当社の問題点としては、社内にメンタルヘルスに関する知
識のある社員がおらず、社員の不調を早期に発見できなかっ
た。さらに、休職者の復職制度に関するルールが定まってお
らず、社長判断により対応していたことなどが挙げられます。
　そんな折、愛印工組でメンタルヘルス対策事業を行なうこ
とを知り、その支援を得ることにしたわけです。メンタルヘ
ルス対策の情報提供資料「職場におけるメンタルヘルス対策
ガイド」を拝見し勉強すると共に、管理監督者向けの研修会
への参加、これには、私及び総務担当者計３名が参加させて
いただきました。また、メンタルヘルス対策の専門家派遣を
実施していただき、私及び管理監督者、社員の計16名が参
加しました。
　この支援から学びましたことは、周囲が社員の異常に気づ

く職場環境づくりです。そして、私自ら積極的に社員に声を
かけ、また、上司が部下から話を聞くコミュニケーションづ
くりに取り組んでいます。
　今後の対策と課題は、社内でのメンタルヘルスに関する知
識の普及です。管理監督者から一般社員にまで拡大を図りま
す。さらに、メンタルヘルス対策の支援機関から、どのよう
な支援を受けることができるのか、その活用の検討も行って
おります。

　事例３　「改めて知ったコミュニケーションの大切さ」
　講師：中須賀啓（半田中央印刷㈱人事担当）

　当社は、プリ・テック㈱グループの一員で、半田中央印刷
株式会社といい、事業所は社名にありますように愛知県半田
市にあります。
　事業内容は、総合印刷物の企画、立案、制作から印刷、加
工及びデジタルメディアサービスの企画制作、運営を行って
おります。設立は昭和19年。年商は９億で、社員は60名
（男性33名、女性27名）おります。プリ・テック㈱グルー
プには、プリ・テック株式会社（本社・西尾市）、プリテッ
クメディア株式会社（西尾市）、トーヨー印刷株式会社（多
治見市）があり、グループ全体での年商は32億円、従業員
は210名になります。
　職場環境は、企画・営業・デザイン部門は若手が多く、若
い社員は真面目でおとなしいです。残業が多く、管理者もプ
レイングマネージャーで忙しい。過去にはメンタルヘルス不
調者がいましたが退職しました。現在、不調者はいません。
メンタルヘルス対策は、以前は何も行っていませんでした。
なお、産業医はいますがメンタルヘルスの専門医ではありま
せん。
　職場環境改善の取り組みとしては、管理者教育（モチベー
ション向上のマネージメント）を２年ほど前から実施してい
ます。これは、外資系企業の元管理職を顧問として招き、助
言・指導を受けています。具体的な取り組みとしては、新人
事評価制度を24年７月から導入し、上司と部下が年４回以
上の面談を行い、「目標設定」や「自己評価・上司評価」の
実施を行っています。また、部下とのコミュニケーション能
力向上の研修の実施、さらに、製作部門において24年7月
からフレックスタイムの導入を行い、効果的な勤務時間と生
活との調和を図っています。
　支援内容につきましては、メンタルヘルス対策の情報提供
資料「職場におけるメンタルヘルス対策ガイド」の活用と、

斉藤先生による管理監督者向け研修会「心のサインを見逃す
な！」に、受講者1名を参加させております。また、専門家
派遣では、白石先生の「職場の人間関係がメンタルヘルスの
バロメーター」に、経営者及び管理監督者ら11名が参加し
ました。
　支援から学んだことは、「メンタル不調の原因は職場にお
ける人間関係であり、仕事内容ではない」、「特に上司との
人間関係が原因である」、「部下の望みは、“自分が期待さ
れている”と思えることである」などです。
　支援後の取り組みとしては、上司と部下とのコミュニケー
ションの促進「知識から実践へ」を促進すべく、安全衛生
委員会を通じ、部下と日常的なコミュニケーションを心掛け
るように管理監督者へ伝達。さらに、部下とのコミュニケー
ションは聴講の技法を導入して実施しております。また、こ
の２月11日に社内の全社員を対象に「ストレス調査」を行
いました。これは、メンタルヘルス不調の早期の気づきを狙
いとしたものです。
　今後の対策と課題ですが、まず対策としては、①社員向け
相談窓口の設置⇒ストレス調査後の相談体制の整備、②社員
向けメンタルヘルス研修の実施⇒社員にメンタルヘルス対策
に関する基礎知識の提供、③復職支援体制の整備⇒復職及び
再発防止のためのマニュアル作成、そして、④メンタルヘル
ス対策の検診システムの導入を検討しております。
　課題としては、継続的に指導・助言を受けることができる
メンタルヘルス対策の専門家の確保にあります。

－ 10 － － 11 －

●身近な催し物のお知らせ（愛印工組関係）
開催日時　　　　　　事業・行事、場所、備考

事業名 印刷会社の社員研修
愛知県印刷工業組合ホームページでご確認ください。
事業名 「平成25年度 通常総代会」
ところ 名古屋観光ホテル
※詳細調整中
事業名 Adobeテクニカルセミナー
ところ ウインクあいち　1201会議室
購 入 社：ライセンス購入人数まで無料
未購入社：5,000円／1人
定　　員：90名
事業名 ＭＵＤ教育検定
ところ ウインクあいち　1202会議室
※詳細調整中

4月2日㈫～
9月9日㈪

5月17日㈮

7月12日㈮
13:00～
　　17:00

7月13日㈯
10:00～
　　16:30

●身近な催し物のお知らせ（関連団体）

事業名 中部地区印刷協議会
 25年度上期会議
ところ オークスカナルパークホテル富山
※詳細調整中

6月14日㈮
　～15日㈯

　社団法人日本印刷産業連合会が主催する印刷産業の
環境に配慮した環境優良工場の表彰制度、平成25年
度「第12回印刷産業環境優良工場表彰」の募集が始ま
りました。応募資格は、㈳日本印刷産業連合会の会員
団体傘下企業で、印刷及び印刷加工に係わる工場です。
応募手続は、応募する工場は第1次審査用応募票を１
通提出します。第1次審査を通過した工場が第２次審
査用応募書類を提出することができます。応募期間は、
第１次審査が平成25年３月１日㈮～４月10日㈬、第
２次審査が平成25年４月22日㈪～５月31日㈮。
　【問合せ先】㈳日本印刷産業連合会（環境表彰担当)
　〒104-0041 東京都中央区新富1-16-8
　TEL03（3553）6051　FAX03（3553）6079
　e-mail:info＠jfpi.or.jp   http://www.jfpi.or.jp

■「第12回印刷産業環境優良工場表彰」募集開始



　少子高齢化が急速に進展し、若者、女性、高齢者、障害者など、

働くことのできる人全ての就労促進を図り、社会を支える全員参

加型社会の実現が求められています。そのような中で、高齢者の

就労促進の一環として、継続雇用制度の対象となる高年齢者につ

き、事業主が定める基準に関する規定を削除し、高年齢者の雇用

確保措置を充実させる「高年齢者等の雇用の安定などに関する法

律」（高年齢者雇用安定法）の一部が改正され、平成25年４月

１日から施行されことになりました。

　■改正のポイント

　①継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止

　65歳未満の定年を定めている事業主が、高年齢者雇用確保措置

（※1）として継続雇用制度を導入する場合、現行の法律では継続

雇用の対象者を限定する基準を労使協定で定めることができます。

今回の改正ではこの仕組みが廃止され、平成25年４月１日からは、

希望者全員を継続雇用制度の対象とすることが必要になります。

　ただし、経過措置が認められています。平成25年３月31日ま

でに、継続雇用制度の対象者の基準を労使協定で設けている場合、

下図のとおり厚生年金（報酬比例部分）の受給開始年齢に到達し

た以降の者を対象に、引き続き基準を適用できる経過措置が認め

られています。

　②継続雇用制度の対象者を雇用する企業の範囲の拡大

　定年を迎えた高年齢者の継続雇用先を、自社だけでなくグルー

プ内の他の会社（子会社や関連会社など）まで拡げることができ

るようになりました。子会社とは、議決権の過半数を有している

など支配力を及ぼしている企業であり、関連会社とは、議決権を

20％以上有しているなど影響力を及ぼしている企業になります。

この場合、継続雇用についての事業主間の契約が必要になります。

　③義務違反の企業に対する公表規定の導入

　高年齢者雇用確保措置を実施していない企業に対しては、労働

局、ハローワークが指導を実施します。指導後も改善がみられな

い企業に対しては、高年齢者確保措置義務に関する勧告を行ない、

それでも法律違反が是正されない場合は企業名を公表することが

あります。

　④高年齢者雇用確保措置の実施・運用に関する指針の策定

　今後、事業主が構ずべき高年齢者雇用確保措置の実施及び運用

に関する指針を、労働政策審議会における議論などを経て策定し

ます。この指針には、業務の遂行に堪えない人（※2）を継続雇

用制度でどのように取り扱うかなどを含みます。

　【希望者全員を65歳まで継続雇用する場合の例】
　第○条　従業員の定年は満60歳とし、60歳に達した
年度の末日をもって退職とする。ただし、本人が希望し、
解雇事由又は退職事由に該当しない者については、65
歳まで継続雇用する。

　【経過措置を利用する場合の例】
　第○条　従業員の定年は満60歳とし、60歳に達した
年度の末日をもって退職とする。ただし、本人が希望し、
解雇事由又は退職事由に該当しない者であって、高年齢
者雇用安定法一部改正法附則第3項に基づきなお効力を
有することとされる改正前の高年齢者雇用安定法第9条
第2項に基づく労使協定の定めるところにより、次の各
号に掲げる基準（以下「基準」という）のいずれにも満た
さない者については、基準の適用年齢まで継続雇用する。
　⑴引き続き勤務することを希望している者
　⑵過去○年間の出勤率が○％以上の者
　⑶直近の健康診断の結果、業務遂行に問題がないこと
　⑷○○○○
　前項の場合において、次の表の左欄に掲げる期間にお
ける当該基準の適用については、同表の左欄に掲げる区
分に応じ、それぞれ右欄に掲げる年齢以上のものを対象
に行なうものとする。

　愛知・岐阜・三重各県工組が主催した第３回ポスター
グランプリの入賞・入選作品を掲載した「第３回ポス
ターグランプリ作品集」が完成し、関係各方面に配布
されました。第３回のテーマは近未来の「日本」への
メッセージで、３県下から300余点の作品が寄せらまし
た。その中で、最優秀賞１点、優秀賞６点、特別賞15点、
協賛会社賞28点、さらに、入選作品75点が決まり、昨年
11月に愛知県美術館ギャラリーで作品展が行なわれまし
た。完成した作品集にはこれら入賞・入選作品が収めら
れております。（作品集は、A4判16ページ、非売品）

　特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会は、産
業廃棄物処理法に定められている特別管理産業廃棄物管
理責任者になろうとする人などが、特別管理産業廃棄物
に係わる管理全般にわたる業務を適切に遂行するために
必要な知識を習得することを目的としています。
　受講対象者は、産業廃棄物法に定められている特別管
理産業廃棄物管理責任者の資格を取得されたい人などが
対象となります。
　平成25年度講習会は、４月の開催日程は３月４日㈪、
５月以降の開催日は３月25日㈪に公表されます。
　申し込み、受付けなど詳細は、㈳産業廃棄物協会／名
古屋市中区金山2-10-9第８フクマビル、TEL052（332）
0346、FAX052（322）0136 に問い合わせ下さい。

－ 12 － － 13 －

■全員参加型社会の実現を目指し！

希望者全員の雇用確保を図る

平成25年４月１日から施行

「高年齢者雇用安定法」

　※1 「高年齢者雇用確保措置」とは、定年を65歳未満に定めて

いる事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用

を確保するため、次の①～③のいずれかの措置（高年齢者雇用確

保措置）を講じなければなりません。①定年の引き上げ、②継続

雇用制度の導入、③定年制の廃止。

　※２ 平成24年１月６日の労働政策審議会の議論では、「就業

規則における解雇事由または退職事由に該当するものについて継

続雇用の対象とすることもできる」とし、「この場合、客観的合

理性・社会的相当性が求められる」と示されています。

　【就業規則への記載例】

　今回の改正で労使協定で定める継続雇用の対象者を限定する基

準が廃止されたため、、平成25年４月１日からは、希望者全員

を継続雇用制度の対象とするよう、就業規則の変更が必要となり

ます。（就業規則変更のひな型参照）　

　【「高年齢者雇用安定法Q&A」】

　厚生労働省では、高年齢者雇用安定法の周知を図るため、「高

年齢者雇用安定法Q&A」を作成しています。このQ&Aでは、1

継続雇用制度の導入、2就業規則の変更、3継続雇用制度の対象

者基準の経過措置、4経過措置により労使協定で定める基準の内

容、5継続雇用先の範囲の拡大など、それぞれ詳細に解説してい

ますので、下記、ホームページからダウンロードし参考に供して

下さい。

　http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html

経過措置のイメージ 

　現行の高齢法第９条第２項に基づ

く継続雇用制度の対象者を限定する

基準を設けている事業主は、老齢厚

生年金（報酬比例部分）の受給開始

年齢に到達した以降の者を対象に、

その基準を引き続き利用できる12

年間の経過措置を設ける。 お知らせ

■特別管理産業廃棄物

管理責任者に関する講習会

「第３回ポスターグランプリ
　　　　　コンペティション作品集」完成



　少子高齢化が急速に進展し、若者、女性、高齢者、障害者など、

働くことのできる人全ての就労促進を図り、社会を支える全員参

加型社会の実現が求められています。そのような中で、高齢者の

就労促進の一環として、継続雇用制度の対象となる高年齢者につ

き、事業主が定める基準に関する規定を削除し、高年齢者の雇用

確保措置を充実させる「高年齢者等の雇用の安定などに関する法

律」（高年齢者雇用安定法）の一部が改正され、平成25年４月

１日から施行されことになりました。

　■改正のポイント

　①継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止

　65歳未満の定年を定めている事業主が、高年齢者雇用確保措置

（※1）として継続雇用制度を導入する場合、現行の法律では継続

雇用の対象者を限定する基準を労使協定で定めることができます。

今回の改正ではこの仕組みが廃止され、平成25年４月１日からは、

希望者全員を継続雇用制度の対象とすることが必要になります。

　ただし、経過措置が認められています。平成25年３月31日ま

でに、継続雇用制度の対象者の基準を労使協定で設けている場合、

下図のとおり厚生年金（報酬比例部分）の受給開始年齢に到達し

た以降の者を対象に、引き続き基準を適用できる経過措置が認め

られています。

　②継続雇用制度の対象者を雇用する企業の範囲の拡大

　定年を迎えた高年齢者の継続雇用先を、自社だけでなくグルー

プ内の他の会社（子会社や関連会社など）まで拡げることができ

るようになりました。子会社とは、議決権の過半数を有している

など支配力を及ぼしている企業であり、関連会社とは、議決権を

20％以上有しているなど影響力を及ぼしている企業になります。

この場合、継続雇用についての事業主間の契約が必要になります。

　③義務違反の企業に対する公表規定の導入

　高年齢者雇用確保措置を実施していない企業に対しては、労働

局、ハローワークが指導を実施します。指導後も改善がみられな

い企業に対しては、高年齢者確保措置義務に関する勧告を行ない、

それでも法律違反が是正されない場合は企業名を公表することが

あります。

　④高年齢者雇用確保措置の実施・運用に関する指針の策定

　今後、事業主が構ずべき高年齢者雇用確保措置の実施及び運用

に関する指針を、労働政策審議会における議論などを経て策定し

ます。この指針には、業務の遂行に堪えない人（※2）を継続雇

用制度でどのように取り扱うかなどを含みます。

　【希望者全員を65歳まで継続雇用する場合の例】
　第○条　従業員の定年は満60歳とし、60歳に達した
年度の末日をもって退職とする。ただし、本人が希望し、
解雇事由又は退職事由に該当しない者については、65
歳まで継続雇用する。

　【経過措置を利用する場合の例】
　第○条　従業員の定年は満60歳とし、60歳に達した
年度の末日をもって退職とする。ただし、本人が希望し、
解雇事由又は退職事由に該当しない者であって、高年齢
者雇用安定法一部改正法附則第3項に基づきなお効力を
有することとされる改正前の高年齢者雇用安定法第9条
第2項に基づく労使協定の定めるところにより、次の各
号に掲げる基準（以下「基準」という）のいずれにも満た
さない者については、基準の適用年齢まで継続雇用する。
　⑴引き続き勤務することを希望している者
　⑵過去○年間の出勤率が○％以上の者
　⑶直近の健康診断の結果、業務遂行に問題がないこと
　⑷○○○○
　前項の場合において、次の表の左欄に掲げる期間にお
ける当該基準の適用については、同表の左欄に掲げる区
分に応じ、それぞれ右欄に掲げる年齢以上のものを対象
に行なうものとする。

　愛知・岐阜・三重各県工組が主催した第３回ポスター
グランプリの入賞・入選作品を掲載した「第３回ポス
ターグランプリ作品集」が完成し、関係各方面に配布
されました。第３回のテーマは近未来の「日本」への
メッセージで、３県下から300余点の作品が寄せらまし
た。その中で、最優秀賞１点、優秀賞６点、特別賞15点、
協賛会社賞28点、さらに、入選作品75点が決まり、昨年
11月に愛知県美術館ギャラリーで作品展が行なわれまし
た。完成した作品集にはこれら入賞・入選作品が収めら
れております。（作品集は、A4判16ページ、非売品）

　特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会は、産
業廃棄物処理法に定められている特別管理産業廃棄物管
理責任者になろうとする人などが、特別管理産業廃棄物
に係わる管理全般にわたる業務を適切に遂行するために
必要な知識を習得することを目的としています。
　受講対象者は、産業廃棄物法に定められている特別管
理産業廃棄物管理責任者の資格を取得されたい人などが
対象となります。
　平成25年度講習会は、４月の開催日程は３月４日㈪、
５月以降の開催日は３月25日㈪に公表されます。
　申し込み、受付けなど詳細は、㈳産業廃棄物協会／名
古屋市中区金山2-10-9第８フクマビル、TEL052（332）
0346、FAX052（322）0136 に問い合わせ下さい。

－ 12 － － 13 －

■全員参加型社会の実現を目指し！

希望者全員の雇用確保を図る

平成25年４月１日から施行

「高年齢者雇用安定法」

　※1 「高年齢者雇用確保措置」とは、定年を65歳未満に定めて

いる事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用

を確保するため、次の①～③のいずれかの措置（高年齢者雇用確

保措置）を講じなければなりません。①定年の引き上げ、②継続

雇用制度の導入、③定年制の廃止。

　※２ 平成24年１月６日の労働政策審議会の議論では、「就業

規則における解雇事由または退職事由に該当するものについて継

続雇用の対象とすることもできる」とし、「この場合、客観的合

理性・社会的相当性が求められる」と示されています。

　【就業規則への記載例】

　今回の改正で労使協定で定める継続雇用の対象者を限定する基

準が廃止されたため、、平成25年４月１日からは、希望者全員

を継続雇用制度の対象とするよう、就業規則の変更が必要となり

ます。（就業規則変更のひな型参照）　

　【「高年齢者雇用安定法Q&A」】

　厚生労働省では、高年齢者雇用安定法の周知を図るため、「高

年齢者雇用安定法Q&A」を作成しています。このQ&Aでは、1

継続雇用制度の導入、2就業規則の変更、3継続雇用制度の対象

者基準の経過措置、4経過措置により労使協定で定める基準の内

容、5継続雇用先の範囲の拡大など、それぞれ詳細に解説してい

ますので、下記、ホームページからダウンロードし参考に供して

下さい。

　http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html

経過措置のイメージ 

　現行の高齢法第９条第２項に基づ

く継続雇用制度の対象者を限定する

基準を設けている事業主は、老齢厚

生年金（報酬比例部分）の受給開始

年齢に到達した以降の者を対象に、

その基準を引き続き利用できる12

年間の経過措置を設ける。 お知らせ

■特別管理産業廃棄物

管理責任者に関する講習会

「第３回ポスターグランプリ
　　　　　コンペティション作品集」完成
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　愛印工組マーケティング委員会（鬼頭
則夫委員長）では、２月12日午後６時
30分よりウインクあいちにおいて、第
2回マーケティングセミナーを開催した。
セミナーは、「カリスマ営業コンサルが
解き明かす―感動営業接客術―」と題し、
㈱Ｕ・Ｓ・Ｐ代表の加藤洋一氏とアシスタ
ントを務めた服部友晴氏とともに、印刷
営業マンの売上げを4.5倍にする販促プ
ランナーになる方法について、①印刷営
業部隊の課題と解決方法、②販促プラン
ナーのトークプロセス（ロールプレイに
よるワークの実施、売りの引き出し方）、
③質疑応答＆現場で役立つコツなどが解
き明かされた。
　◎印刷営業部隊の課題と解決方法
　「クライアントの業績を上げられない
印刷会社は淘汰される。つまり、いわれ
たとおりのものを印刷する時代は終わっ
た。中小企業経営者は、印刷物（モノ）
を欲しいわけではない。業績アップ（コ
ト）が欲しいのである。今後の印刷ビジ
ネスの考え方としては、刷物（モノ）を
業績アップ（コト）するために寄り沿う
のが営業マンの役割である。集客が良く
なる、売上げが上がれば、印刷物が増え
るという善循環が起こる。
　営業戦略は、全営業マンの販促コンサ
ルタント化にある。といっても全員は無
理。まずは、販促プランナー候補を数人
選任し教育を行ない、販促支援事業部を
立ち上げる。販促プランナーは遊撃隊で、
販促モノ担当との役割を分担する。
　利益の取りどころはデザイン費にある。
さらに、販促プランナーとしてデザイン
よりも上流から係わり、例えば、A４表

裏デザイン費４万円を40万円で受注す
る。そのタネ明しをすると、コンサル
ティングという上流プロセスを取り入れ
ることで高く売ることができる。
　コンサルティング手法の一つ、USP
コンサルティングとは、USP＝独自の
ウリにあり、販促のベースにUSPは必
須で、クライアントの業績アップに寄り
添う重要施策である。ここでいう販促プ
ランナーとは、USPコンサルティング
を行ない、印刷物を通じて、クライアン
ト企業の業績を上げる人材のことである。
印刷会社の課題解決のカギは販促プラン
ナーの養成である」。
　◎販促プランナーのトークプロセス
　次いで、販促プランナーのトークプロ
セスに移った。その中で、印刷営業マン
と販促プランナーのトークプロセスの比
較について取り上げ、比較を行った。
　【印刷営業マンのトークプロセス】
　あいさつ⇒雑談⇒「何か印刷物はない
ですか？」「うちに見積させてもらえま
せんか？」「よその見積いただけません
か？安くやりますので…」⇒断り文句⇒
へこむ、新規を取ろうとする意欲無くす。
　【販促プランナーのトークプロセス】
　あいさつ⇒雑談⇒お客様の満足条件
を全部聞きだす（4W２H&WHY）⇒そ
れで全部か？を聞く⇒本当にそれで全部
か？もう一度聞く⇒見積りをする段階へ
進む⇒提案をする段階へ進む（※見積り
説明も4W２Hで実施する）⇒クロージ
ング。
　このトークの中で両者の違いをもたら
す理由は何か？「提案する前に、聞くべ

きことを聞けているか。たったそれだけ
である。そのために必要なことは、①最
短距離で、聞くべきことを聞きだす言葉
かけ＆質問技術、②聞くべきことのリス
ト化」にあると指摘。
　さらに、トークプロセスに従い加藤講
師と服部氏とによる実践トークが行な
われた。実践トークではプロセスに従い、
満足条件を全て聞きだす段階、効果的な
2つの質問法、確認などが行なわれた後、
クロージングの段階へと進んだ。
　最後にトークプロセスのまとめとして
次の点が挙げられた。
　①最強営業マンになるには、聞くべ
きことをリストアップする―最短距離で、
聞くべきことを聞きだす言葉かけの技術
を身に付ける。②最初のきっかけ作り＆
見極めトークを覚える―今日○○なわけ
ですが、今の××に何かご不満（お悩み）
でも、おありなんですか？③4W2Hに
そって質問していく。④効果的な2つの
質問法を使う　曖昧な発言を具体的にす
る質問法とWhy（根拠、理由）を聞き出
す質問法。⑤防忘チェックリストを使っ
て出直しを防ぐ。⑥全て聞き出せたかど
うか、必ず2回確認する。⑦クロージン
グの基本ステップを覚える―商品説明や
提案も4W2Hに沿って行う。
　※U.S.Pとは、Unique Selling Proposition
自社（自製品）のみが持つ独特の強味の
こと。

－ 14 － － 3 －

巻頭言

　年明けの１月に全印工連主催の「勝ち残りゼ
ミ中日本会場」のお手伝いをさせていただきま
した。当初は参加申し込みが少なく心配しまし
たが、ゼミの内容をきちっとお伝えする事で定
員を超える参加者となりました。
　この研修、初日全印工連から「ソリューショ
ンプロバイダーへの進化」の講義があり、２日
目には終日、髙井前愛知県工組理事長が利益計
画の基本となる財務戦略や経営者としての心構
えなどを話される中身の濃い内容でした。お手
伝いとして参加した私ですが、あらためて経営
者のマインドを学ばせて頂きました。
　そしてもう一つの研修の目玉は夜の懇親会。
食事をした後にホテルの和室に集合し、臼田委
員長の米国印刷事情の講演を拝聴。その後受講
生同士で「勝ち残り経営」についての意見交換
というメニューです。「飲みにケーション」と
いいますが、なにもこれは社内だけではなくこ
うした後継者同士の集まりの場でも同じだと感
じました。後継経営者や予定者が参加する今回
のゼミ、普段はなかなか「言えない」「聞けな
い」事も気軽に情報交換ができ、何よりも同世
代の悩みを共有する事が出来たようです。
　また今回は自社の決算書を使って会社の実態
を知り、利益を出すにはどんな改善が必要かを
自らが見つけだす実践の伴った内容です。同じ
境遇の仲間と受ける講義は気持ちの上でもいい

刺激となったようです。
　「参加費が高い」という意見が当初ありまし
たが、ホテルの宿泊代から食事も全てつき、加
えて成功されている先輩経営者の「経営の極
意」に触れるわけですから、かなりリーズナブ
ルだと私は思います。実際に受講後のアンケー
トではすべての受講者から「参加してよかっ
た」という評価を頂きましたので、それを裏付
けているのではないでしょうか。
　このところ、組合主催のセミナーの参加者が
定員を超え、お断りする事も増えてきました。
それだけ中身の濃い研修だと理解いただける組
合員が増えた証拠だと思います。「情報は時間
と距離を使いお金を払って手に入れるもの」私
が自社に入社後にある研修会でご一緒いただい
た先輩経営者の言葉です。
　厳しい状況を打開していくのは自らが行動す
るしかありません。行動した者に結果がついて
きます。中身の濃いセミナーを企画し、加入者
メリットを感じていただく事が組合事業の活性
化にもなります。
　実は今回のゼミをきっかけに組合に加入し
ていただいた企業もあります。組合員サービス
のメリットを感じていただくために差をつけた
今回の参加費、「やる気のある会社に手を差し
伸べる」これが組合の姿勢です。ぜひ今後もふ
るってご参加ください。

「組合メリット」

副理事長　鳥原　久資

事務局だより
■暦のうえでは啓蟄になりましたが、な
かなか暖かさがやってきません。風邪が
流行っていますので体調管理には十分配
慮をして下さい。■２月は催事の多い月
でした。この号に載せるべき記事が、次
号に回ったものもありますので、お断り
しておきます。

■愛印工・マーケティングセミナー

 カリスマ営業コンサルが解き明かす感動営業接客術
－売上げを4.5倍にする販促プランナーになる方法－

講演する加藤講師
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